
 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

皆さんからのご意⾒を募集します！ 
〜パブリックコメントの実施について〜 

募集期間：平成 28 年（2016 年）１⽉ 12 ⽇（⽕）から 
：平成 28 年（2016 年）２⽉ 10 ⽇（⽔）まで 【必着】 

資料の配布場所

以下の場所で資料の配布を⾏っております。 
 ○札幌市役所本庁舎 ５階 市⺠まちづくり局都市計画部都市計画課 

２階 市政刊⾏物コーナー 
 ○各区役所・区⺠センター 
 ○各まちづくりセンター 

市政等資料番号 
01－C05－15－1800

平成 28 年（2016 年）1 ⽉ 
札 幌 市

札幌市⽴地適正化計画 

このたび札幌市では、市街地区分に応じた⼈⼝密度の適正化などを図るため、「札幌
市⽴地適正化計画（案）」を取りまとめましたので、広く市⺠の皆さんにお知らせし、
ご意⾒を募集いたします。 

市⺠の皆さんと⼀緒により良い計画にしていくため、多くの⽅からのご意⾒をお待ち
しております。 

お寄せいただいたご意⾒を参考とし、平成 28 年（2016 年）３⽉に計画を策定する
予定です。 
 
※いただいたご意⾒については、個別の回答はいたしませんが、ご意⾒の概要とご意⾒

に対する市の考え⽅について、計画書の冊⼦でご紹介します。
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１ 目的と位置付け 

 

１－１ 背景と目的 

 

明治 2 年（1869 年）、北海道開拓の拠点として都市の骨格づくりが始まった札幌は、大正 11

年（1922 年）の市政施行などを経て、一貫した人口増加を背景に市街地の拡大や都市基盤の整

備が順次進められ、開拓から 140 年あまりの比較的短い期間で、人口 190 万人を超える大都市

へと成長してきました。 

特に、戦後から政令指定都市への移行がされた昭和 47 年（1972 年）頃にかけては、急激な

人口増加に伴い市街地が大幅に拡大し、また、政令指定都市移行と同年に開催された冬季オリン

ピックに合わせ、都市基盤の整備や都心部でのビル建築などに一層の拍車がかかりました。 

その後、平成に入り、徐々に人口増加の傾向に鈍化がみられ始め、市街地拡大期の終焉を迎え

つつあった平成 16 年（2004 年）、本市では「札幌市都市計画マスタープラン」を策定し、そ

れまでの市街地拡大を中心とした都市づくりから方向転換を図りました。当マスタープランでは、

都市づくりの理念として「持続可能なコンパクト・シティへの再構築」を掲げ、市街地の外延的

拡大の抑制を基調とし、既存の市街地や都市基盤を有効に活用しながら都市の魅力と活力の向上

を目指すこととしており、本市では、この時点から、内部充実型の都市づくりを目指してきてい

ます。 

そして現在、これまで増加の一途をたどっていた本市の人口は、少子高齢化を背景として、平

成 27 年（2015 年）頃をピークに減少に転じることが見込まれており、また、かつて経験した

ことのない超高齢社会を迎えつつあります。 

こうした状況に対応するため、本市の最上位計画として平成 25 年（2013 年）に策定した「札

幌市まちづくり戦略ビジョン」では、都市空間創造の目標を「持続可能な札幌型の集約連携都市

への再構築」と掲げ、誰もが安心して歩いて暮らせる、効率的でコンパクトな都市を目指すこと

を位置付けました。 

また、当戦略ビジョンの策定や近年の社会経済情勢の変化等を捉え、上記の都市計画マスター

プランについても、人口減少下における新たな都市づくりの指針として、平成 28 年（2016 年）

3 月に見直しを行ったところです。 

一方、平成 26 年（2014 年）の都市再生特別措置法の改正により、市町村が策定することが

可能となった立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機

能を誘導するための施策、公共交通の充実に関する施策等について記載する計画であり、コンパ

クトなまちづくりと地域交通の再編との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」

のまちづくりを進めるものです。 

そこで、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、公共交通を基軸とした各種都市機能の適切

な配置を図ることで、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」と「第２次札幌市都市計画マスタープラ

ン」に掲げる都市づくりの目標の実現を目指すことを目的として、本計画を策定いたしました。 
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（参考）立地適正化計画制度の概要 

◆法改正の背景 

全国的な人口減少・少子高齢化のもと、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生

活環境を実現することや、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、まち

づくりの大きな課題となっています。 

そのことから、都市再生特別措置法が平成 26 年（2014 年）に改正され、行政と住民や民間事業

者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組んでいくため、市町村が立地適正化計画を策定す

ることが可能となりました。 

 

◆立地適正化計画の趣旨 

立地適正化計画は、今後の人口減少・少子高齢化の中で、医療・福祉・商業施設や住居等がまとま

って立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできる

など、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』

のまちづくりを目指すための計画です。 

そして、その実現に向けては、これまでの都市計画制度とは異なり、インセンティブ（動機づけ）

の付与によって、住居や生活利便施設等を一定の区域に緩やかに誘導することを目指すものです。 

※住居や生活利便施設等を必ずしも区域内に集約しなければならないものではありません。

 

◆立地適正化計画で定める事項 

＜立地適正化計画区域＞ 

＜立地の適正化に関する基本的な方針＞ 

＜居住誘導区域＞ 

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコ

ミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域 

＜都市機能誘導区域＞ 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら

の各種サービスの効率的な提供を図る区域 

＜誘導施設＞ 

都市機能誘導区域ごと

に、立地を誘導すべき

施設 

 

◆活用可能な支援措置等 

立地適正化計画の策定

により、国等による様々

な支援措置や、都市計画

上の特例措置を活用する

ことが可能となります。 

 

◆事前届出 

居住誘導区域や都市機

能誘導区域の区域外で

は、一定規模以上の住宅

開発や誘導施設の建築な

どを行う場合、事前届出

を提出する必要がありま

す。 

 

居住誘導区域

都市機能誘導区域 

※公共交通を基軸として各区域を設定 

【立地適正化計画のイメージ】 

都市計画提案制度の特例 

（住宅事業者による提案） 
誘導施設を建築する 

民間事業者への補助金 

誘導施設の整備とともに、 

道路などの基盤整備を含めた 

総合的なまちづくりへの交付金 

（居住誘導区域外） 

一定規模以上の住宅開発・建築は

事前届出が必要 

（都市機能誘導区域外） 

誘導施設の開発・建築は事前届出

が必要 
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１－２ 位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【根拠法】 

都市再生特別措置法第 81 条の規定による「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図

るための計画」として定めます。 

 

【上位計画等との関係】 

本計画は、都市再生特別措置法第 82 条に基づき、都市計画法第 18 条の 2 の規定により定

める「第２次札幌市都市計画マスタープラン」の一部とみなします。 

そのため、第２次札幌市都市計画マスタープランと同様、札幌市まちづくり戦略ビジョンを

上位計画とし、そのうち都市づくりに関わる事項について他の分野別計画などとも整合性を保

ちながら定めます。 

また、北海道が定める広域のマスタープランである「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」との整合を図りつつ定めます。 

  

※立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部とみなされます。

（都市再生特別措置法第 82 条）

連携整合

連携
整合

北海道が定めるもの 札幌市が定めるもの

札幌市まちづくり戦略ビジョン（平成25年）

上位計画

第２次札幌市都市計画マスタープラン

北海道決定の都市計画
（広域的・根幹的）

札幌市決定の都市計画
【道路、公園等】

【市街地再開発事業等】

都市づくりに関わる事項

事 業 化

整合

札幌市立地適正化計画（※）

個
別
事
業

即する

札幌市決定の都市計画
【用途地域､地区計画等】

運 用

即する

都市計画区域の
整備、開発及び

保全の方針

踏まえる

都市再開発方針

総合交通計画

エネルギービジョン

みどりの基本計画

都心まちづくり計画

地域ごとの
まちづくり計画

景観計画

その他の計画等

他の分野別計画など

強靭化計画

連携整合
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１－３ 計画の前提 

 

（１）札幌市まちづくり戦略ビジョンにおける考え方 

【目指すべき都市像等】 

上位計画である札幌市まちづくり戦略ビジョンにおいて、目指すべき都市像等として以下が

示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市空間の創造に当たっての基本的な考え方】 

札幌市まちづくり戦略ビジョンでは、これからの都市空間※1 を創造するための基本目標を次

のように設定しています。 

 

 

 

また、札幌型の集約連携都市への再構築を進めるため、都市空間の創造に当たってのコンセ

プトを以下のとおり設定しています。 

 

 

※1【都市空間】ここでは、都市構造（「自然環境」、「都市基盤」などで構成されるもので、地理的な条件などを

踏まえながら、自然環境の保全や、都市基盤の配置などを市街地の中にどう設定するか、といった都市の

構造）に基づき形成された都市の空間で、市民や企業の様々な活動が展開される場となる空間（人の活動

も考慮した都市の姿）をいう。  

重 要 な 視 点

地域 経済
子ども
若者

都市
空間

文化
安全
安心

環境

地
域
で
の
支
え
合
い
と

つ
な
が
り
づ
く
り

暮
ら
し
と
雇
用
を

支
え
る
経
済
の
発
展

将
来
を
担
う

子
ど
も
・若
者
の

健
や
か
な
育
み

安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
人
に
優
し
い
」

ま
ち
づ
く
り

次
世
代
へ
つ
な
げ
る

持
続
可
能
な

ま
ち
づ
く
り

文
化
芸
術
・

ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る

創
造
性
の
育
み

魅
力
と
活
力
を

持
続
的
に
高
め
る

集
約
型
の
ま
ち
づ
く
り

目指すべき都市像
北海道の未来を創造し、

世界が憧れるまち
互いに手を携え、

心豊かにつながる共生のまち

『持続可能な札幌型の集約連携都市への再構築を進める』 

（札幌市まちづくり戦略ビジョン（ビジョン編）より抜粋）

（札幌市まちづくり戦略ビジョン（戦略編）より抜粋）
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札幌型の集約連携都市のイメージ 

札幌型の集約連携都市 将来の都市空間図 
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（２）目標年次 

目標年次は、第２次札幌市都市計画マスタープランと同じく、概ね 20 年後の平成 47 年

（2035 年）とします。 

 

（３）将来人口（20 年後） 

第２次札幌市都市計画マスタープランと同様、札幌市まちづくり戦略ビジョンで予測した人

口の将来見通しと、さっぽろ未来創生プラン※2 で推計している人口に基づき、目標年次におけ

る人口を 182～188 万人と想定します。 

 

（４）対象区域（立地適正化計画区域） 

対象区域（立地適正化計画区域）は、本市の都市計画区域※3 とします。 

 

 

 

※2【さっぽろ未来創生プラン】札幌市まちづくり戦略ビジョンに示されている「人口減少の緩和」の方向性を具

体化するため、国の動向も踏まえて、札幌市の人口の将来展望や、今後 5 か年の基本目標、施策等を示し

た計画。この計画では、合計特殊出生率が平成 42 年（2030 年）に 1.5（市民希望出生率）に上昇した

場合の平成 47 年（2035 年）の将来人口を 188 万人と推計している。 

※3【都市計画区域】一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域として、都道府県が指定

する区域。本市では 112,126ha の行政区域のうち、南西部の国有林等の区域を除く 56,795ha を都市

計画区域として指定している。  

図 1-1 札幌市立地適正化計画の対象区域

都市計画区域 
＝立地適正化計画区域
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２ これまでの都市づくり 

 

これからの都市づくりの方向性を定めるに当たって、ここでは、開拓期、戦前、戦後、政令指

定都市移行後、都市計画マスタープラン（平成 16 年）策定後の 5 つの区分について、これまで

の都市づくりを整理しました。 

 

（１）開拓期の都市づくり 

明治 2 年（1869 年）～明治 32 年（1899 年） 

北海道開拓の拠点都市として、国による新

たな都市づくりがはじめられ、都心部の原型

や周辺都市間、衛星村落間を結ぶ道路が形成

されました。 

 

 

 

 

 

（２）戦前の都市づくり 

明治 32 年（1899 年）～昭和 20 年（1945 年） 

北海道の中心都市へと成長していく中、公

共交通機関などの整備が進みました。 

特に大正 12 年（1923 年）の旧都市計画

法の適用以降は、さまざまな都市基盤が整備

されてきました。 

 

 

 

 

（３）戦後の都市づくり 

昭和 20 年（1945 年）～昭和 47 年（1972 年） 

人口や産業の集中が急速に進んだこの時代

には、これに対応した土地区画整理事業などが

積極的に進められました。 

中でも、昭和 47 年（1972 年）開催の冬季

オリンピックの招致が決定したことは、地下鉄

南北線の開通をはじめ、都市基盤の整備に一層

の拍車をかけました。 

  

図 2-1 明治 29 年（1896 年）の札幌の市街地 

図 2-2 大正 5 年（1916 年）の札幌の市街地 

図 2-3 昭和 25 年（1950 年）の札幌の市街地 

資料：（財）日本地図センター「地図で見る札幌の変遷」 

資料：（財）日本地図センター「地図で見る札幌の変遷」 

資料：（財）日本地図センター「地図で見る札幌の変遷」 
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（４）政令指定都市移行後の都市づくり   昭和 47 年（1972 年）～平成 16 年（2004 年） 

人口や産業が集中する都市化の進展が続く中、新たな都市計画制度を運用し、計画的な市街

地の整備・拡大を進めました。 

特に市街地の郊外部には、この時代に入って計画的に整備された戸建住宅主体の街並みが広

がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時代背景 

 オリンピック開催 

：昭和 47 年(1972 年) 

 政令指定都市への移行 

   ：昭和 47 年(1972 年) 

 人口増加の持続 

都市づくりの主要課題 

市街地拡大の計画的コントロール 

主な取組 

 無秩序な市街地拡大の抑制 

→区域区分(線引き)の実施：昭和 45 年(1970 年)～ 

 良好な民間開発の誘導 

→札幌市宅地開発要綱：昭和 48 年(1973 年)～ 

→札幌市住区整備基本計画：昭和 48 年(1973 年)～ 

→札幌市東部地域開発基本計画：昭和 49 年(1974 年)～ 

図 2-4 昭和 50 年（1975 年）の札幌の市街地 
資料：（財）日本地図センター「地図で見る札幌の変遷」 
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（５）札幌市都市計画マスタープラン（平成 16 年）策定後の都市づくり 

平成 16 年（2004 年）～ 

都市計画マスタープランを平成 16 年（2004 年）に策定してからは、緩やかに増加してい

た人口を当時の市街化区域内に誘導しており、新たな市街地を整備するための市街化区域の拡

大は行っていません。 

また、平成 18 年（2006 年）には、秩序ある街並み形成を図るため、建物の高さの最高限

度を定めた高度地区を、市内のほぼ全域に定めました。 

さらに、市街地内の充実、特に地域の特性を踏まえたまちづくりを進めるため、地域ごとの

まちづくり計画策定や再開発の事業化に向けた取組も順次進めてきました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22,010

23,220

23,983
24,643 24,812 24,930 25,017 25,017

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000
（ha） （ha） 市街化区域面積           拡大面積

図 2-5 平成 27 年（2015 年）の札幌の市街地 

図 2-6 市街化区域面積の変遷 

【真駒内】 

・真駒内駅前地区まちづく

り指針 

・旧真駒内緑小学校の活用 

【新札幌】 

・新さっぽろ駅周辺地区 

まちづくり計画 

・市営住宅下野幌団地建替・集約

【苗穂】 

・苗穂駅周辺地区まちづくり計画

・苗穂駅移転・橋上化 

【篠路】 

・篠路駅周辺地区まちづくり 

実施計画 

【都心のまちづくり】 

・緑を感じる都心の街並み形成計画 

・都心まちづくり戦略 

 

資料：札幌市 

資料：札幌市（平成 26 年） 
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３ 都市づくりの理念、基本目標等 

 

３－１ 都市をとりまく状況の変化とその課題 

 

前章では、これまでの都市づくりについてふりかえりましたが、この節では、今日の札幌が直

面している状況の変化と、それらに起因する課題を、以下のとおり整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【課題】 

【状況の変化】 

図 3-1 札幌の人口の将来見通し（戦略ビジョン）

人口減少・超高齢社会の到来 

札幌では近年、人口増加が次第に緩やかにな

っており、平成 27 年（2015 年）前後をピー

クに人口減少に転じることが見込まれていま

す。 

また、高齢化が進み、20 年後の平成 47 年

（2035 年）には市民の３人に１人が 65 歳以

上の高齢者になると推計されています。 

さらに、都市の経済・活力を主に担う生産年

齢人口の減少による経済規模の縮小が予想され

ています。 

【課題】 

人口が減少し、高齢者が増えていく社会に対応した福祉・医療の機能、買物など生活利便機

能の確保が重要です。 

生産年齢人口が減少していく中では、だれもが働きやすい環境づくりのほか、産業集積や産

業育成により、経済の活性化を図ることが重要です。 

子育て家庭の世帯構成の変化 

札幌における出生数や合計特殊出生率は、平成 17 年（2005 年）に最低となってからはほ

ぼ横ばいです。 

また、「夫婦と子ども」世帯や三世代世帯などの割合が年々減少している一方で、ひとり親

世帯の世帯数は増加傾向にあり、子育て家庭の世帯構成が変化しつつあります。 

【状況の変化】 

働きながら子育てできる環境整備を推進するため、保育所の整備をはじめとした子育て支援

の充実が求められています。 

資料：札幌市、総務省「国勢調査」

23 22 22 21 19 17 16

132 129 123 118 114 109 102

33 39 49 55 58 61 64

0

50

100

150

200

平成17 22 27 32 37 42 47

188 190 194 194 191 187 182

（万人）

（年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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図 3-3 エネルギー消費量の割合比較（平成 24 年） 

タイトル 

交通環境の変化 

【状況の変化】 

人口減少や少子高齢化により通勤・通学による移動

が減少する一方、高齢化による非就業者の増加などに

より、私用での移動が増加する見込みです。 

近年、公共交通の利用者数は緩やかに増加していま

すが、今後の人口減少による影響が懸念されます。 

また、自動車による移動の割合が相対的に高くなっ

ており、特に郊外の縁辺部ではそれが顕著になってい

ます。 

公共交通を維持できるよう取り組んでいく必要があります。特に、路線バスを取り巻く環境

の悪化や、自家用車を運転できない高齢者の増加などが懸念されており、生活交通の確保に向

けた取組が不可欠と言えます。 

【課題】 

地球規模の環境・エネルギー問題の深刻化 

【状況の変化】 

地球温暖化の主な要因である CO2（二酸

化炭素）について、平成 2 年（1990 年）

と比較して、総排出量が増加しています。 

部門別のエネルギー消費量は、家庭部門、

運輸部門の順に多くなっており、特に家庭

部門の消費割合が全国と比較して高くなっ

ています。 

東日本大震災以降、再生可能エネルギー

への移行に向けた気運が高まっており、太

陽光発電をはじめとした再生可能エネルギ

ーの導入が進んできています。 

また、1 年間に 4 万種と言われるスピー

ドで生物の絶滅が進むなど、生物多様性の

喪失が地球温暖化と並ぶ深刻な環境問題と

なっています。 

市民生活や自動車利用による C02 排出量の削減や、エネルギー転換をさらに進めるため、

太陽光発電をはじめとする、再生可能エネルギーの導入・拡大に向けた取組が必要です。 

また、生物多様性の保全に配慮した取組も必要とされています。 

【課題】 

図 3-2 自動車分担率 

35.4 

6.6 

資料：第 4 回道央都市圏パーソントリップ調査

資料：札幌市、経済産業省

42.6%

7.9%

14.3%

38.1%

20.0%

25.9%

23.1%

28.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

札幌市

産業部門 家庭部門 業務部門 運輸部門
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【課題】 

図 3-4 公共施設の建替え・保全費用試算 

財政状況の制約 

生産年齢人口の減少による市税収入など

の財源の落ち込み、高齢化の進行や長引く

景気低迷を受けての社会保障費の増大が懸

念されています。  

また、公共施設や道路などの都市基盤に

ついては、老朽化が進んでおり、今後更新

費用が増大することが予測されています。 

公共施設や都市基盤の維持・更新に利用できる予算が限られている中で、効率的に維持・更

新していくための長期的なビジョンを持って取り組んでいくことが重要です。 

【状況の変化】 

【課題】 

ライフスタイルの多様化 

【状況の変化】 

昭和 45 年頃にはすでに市街地が形成されていた都心周辺や、急激な人口増加に対応するた

めに計画的に拡大していった郊外部など、まちが形成された過程や、周辺環境の違いなど、地

域が有している特徴は様々です。 

こうした中、利便性が高い地下鉄駅周辺などの居住ニーズがある一方で、ゆとりある居住環

境を備えている郊外部での暮らしのニーズもあるように、市民のライフスタイルは多様化して

います。 

市民の多様なニーズに対応するためには、地域ごとの特徴を生かし多様性を考慮した都市づ

くりを進めることが重要で、市民・企業・行政がともに考え、実践していくことが求められま

す。 

資料：札幌市

0

200
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800

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

（億円）
保全 学校（建替） 市営住宅（建替）

市民利用施設（建替） その他（建替）
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図 3-5 市民のまちづくり参加の経験の有無 

グローバル化の進展 

 近年、東南アジアをはじめとする海外での北海道・札幌の人気が高まっていることから、海

外インセンティブツアーの人気の高まりやコンベンション開催の増加が見込まれます。 

 また、人口減少社会の到来や、グローバル化の更なる進展に伴い、観光や留学、投資先とし

て選ばれるための都市間競争は激しさを増し、国内のみならず、海外の諸都市との間で優位性

を競っています。 

【状況の変化】 

海外からの活力を取り込んでいくとともに、集客交流人口の増加や新たな市場の開拓、誰も

が能力を発揮できる創造的な社会の実現など、経済や地域の活性化に向けた取組が必要です。

また、人々の関心を呼ぶためには、他地域にはない札幌の魅力を効果的に発信していくこと

が重要です。 

【課題】 

まちづくりにおける市民参加 

近年、まちづくりへの市民参加の仕組みが充

実されるなか、地域住民による都市計画提案や、

地域主導のまちづくりを当事者として進めてい

るケースも見られたりするなど、市民がまちづ

くりに参加する場面が増えています。 

しかしながら、それは一部の市民にとどまっ

ており、まちづくり未経験の市民がまだ多数い

るのが現状です。 

【状況の変化】 

【課題】 

協働によるまちづくりを推進していくためには、より一層の市民参加を促していくことが必

要です。 

そのためには、市民がまちづくりに参加するきっかけづくりや、市民の意識醸成などの充実

が求められています。 

資料：札幌市市民アンケート 

28.9% 70.2%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無効回答 無回答

n=903
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国土強靭化や人口問題に対する国の取組 

【状況の変化】 

 東日本大震災の教訓や大規模自然災害等の発生の恐れから、事前防災や減災、その他迅速な

復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、国は平成 25 年（2013 年）12

月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」

を制定し、この法律に基づく「国土強靭化基本計画」を平成 26 年（2014 年）６月に策定し

ました。 

 また、人口減少の歯止めをかけることなどを目指し、平成 26 年（2014 年）11 月には「ま

ち・ひと・しごと創生法」を制定し、この法律に基づく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を同年 12 月に策定しました。 

【課題】 

国の動向を踏まえ、札幌市における強靭化に資する基本的な取組や人口の将来展望などを整

理し、それらの考え方に基づく取組を推進していく必要があります。 
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都市づくりの理念 

S・M・I・L・Es City Sapporo 
                 ～誰もが笑顔でいきいきとすごせるまちへ～ 

 

３－２ 都市づくりの理念、基本目標等（第２次札幌市都市計画マスタープランと一致） 
 

（１）都市づくりの理念 

前都市計画マスタープランの理念「持続可能なコンパクト・シティへの再構築」を踏襲し、

また、札幌市まちづくり戦略ビジョンの都市空間創造に当たってのコンセプトである「S･L･I･

M City Sapporo」をさらに進め、これからの都市づくりの新たな理念を以下のとおり定めま

す。 

 

 

 

 

 

この理念には、札幌市まちづくり戦略ビジョンで掲げた「S･L･I･M City Sapporo」に

「Economy（経済）」「Energy（活力）」「Environment（環境）」といった要素を加えること

で、様々な側面から札幌の魅力や活力を向上させ、住む人、訪れる人誰もが笑顔ですごせるま

ちにするという願いが込められています。 

 

（２）都市づくりの基本目標 

上記の都市づくりの理念を踏まえ、今後の取組を進めていく上では、地域特性を踏まえたき

め細かな視点が求められる一方で、個々の取組相互の連携や、都市全体の魅力と活力の向上へ

とつなげていく視点も求められます。 

そこで、今後の都市づくりの取組に関する基本目標を、「都市づくり全体」と「身近な地域」

の二つの視点から以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

  

＜都市づくり全体＞ 

■高次な都市機能や活発な経済活動により、都市の魅力と活力を創出し、道内をはじめ

国内外とつながり北海道をリードする世界都市 

■超高齢社会を見据え、地下鉄駅の周辺などに、居住機能と生活を支える多様な都市機

能を集積することで、円滑な移動や都市サービスを享受できるコンパクトな都市 

■自然と調和したゆとりある郊外での暮らしや利便性の高い都心・拠点での暮らしが選

択できるなど、住まいの多様性が確保された札幌らしいライフスタイルが実現できる

都市 

■公共交通を基軸としたまちづくりの推進や、新たなエネルギーネットワークの構築な

どによる低炭素都市 

■都市基盤が効率的に維持・保全され、都市活動が災害時にも継続できる安全・安心な

都市 

■多様な協働による地域の取組が連鎖する都市 

＜身近な地域＞ 

（スマイルズ・シティ・サッポロ） 
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（３）住宅市街地・主要な拠点ごとの基本方針 

まちの成り立ちや都市空間の種別（住宅地や都心など）に応じて、以下のように市街地を分

類し、前述の都市づくりの基本目標をもとに、それぞれに応じた取組の基本方針を定めます。 

 

複合型高度利用市街地 

定義 
・おおむね環状通の内側と地下鉄の沿線、地域交流拠点に位置付けられている

JR 駅などの周辺 

基本方針 
・集合型居住機能と多様な生活利便機能が集積し、良好な都市景観やオープン

スペースを有する住宅市街地の形成を目指します。 

一般住宅地 

定義 ・複合型高度利用市街地、郊外住宅地、工業地・流通業務地以外の地域 

基本方針 
・戸建住宅から集合住宅までの多様な居住機能や生活利便機能が、地域の特性

に応じて相互の調和を保ちながら維持される住宅地の形成を目指します。 

郊外住宅地 

定義 
・札幌市住区整備基本計画などに基づき、低層住宅地を主として計画的に整備

してきた地域 

基本方針 
・戸建住宅を主体としながらも一定の生活利便施設を有し、地域コミュニティ

が持続できる住宅地の形成を目指します。 

工業地・流通業務地 

定義 
・工場などが集積している地区、工業系の土地利用を推進する地区及び流通業

務機能が集積している地区 

基本方針 
・工業地・流通業務地における土地利用の再編・高度化を支えます。 
・土地利用動向の変化を踏まえた土地利用転換の適切な誘導を図ります。 

都心 

定義 
・JR 札幌駅北口の一帯、大通東と豊平川が接する付近、中島公園、大通公園の

西端付近を頂点として結ぶ区域 

基本方針 
・国内外から活力・投資を呼び込む高次な都市機能の集積や都心の象徴的な公

共空間の効果的な活用、災害に強いエネルギーネットワークの形成などを進
めます。 

地域交流拠点 

定義 

・交通結節点である主要な地下鉄・JR 駅の周辺で、都市基盤の整備状況や機能
集積の現況・動向などから、地域の生活を支える拠点としての役割を担う地
域のほか、区役所を中心に生活利便機能が集積するなどして区の拠点として
の役割を担う地域 

基本方針 

・区役所などの公共機能や、商業・業務・医療・福祉などの多様な都市機能の
集積を図るとともに、これらの都市機能を身近に利用することができるよう、
居住機能との集積を促進します。また、にぎわいや交流が生まれる場を創出
します。 

高次機能交流拠点 

定義 
・産業や観光、文化芸術、スポーツなど、国際的・広域的な広がりをもって利

用され、札幌の魅力と活力の向上を先導する高次な都市機能が集積する拠点

基本方針 
・産業や観光、文化芸術、スポーツなど、札幌の魅力と活力の向上を先導する

高次な都市機能の集積を目指します。 
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３－３ 実現に向けて 
 

前述の都市づくりの理念や基本目標等の実現に向けては、今後、市街地区分に応じた人口密度

の適正化や公共交通を基軸とした各種都市機能の適切な配置を図ることが重要です。 

そのため、本計画では、住宅や日常生活との関連の強い基礎的都市機能施設は、今後も市街化

区域全体において立地を図っていくことを前提とし、札幌をとりまく状況の変化や課題に応じた

居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定することとし、各施設の立地の適正化を目指します。 

そこで、次章以降に各誘導区域の基本的な考え方やその範囲を示します。  

図 3-6 住宅市街地・主要な拠点などの分布


